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8日・体育の日

ゴルフ場を利用したときには、地方税（道府
県税）である「ゴルフ場利用税」が利用者に対
して課税されます。税率は1人1日につき800円
が標準ですが、ゴルフ場の整備状況に応じて
都道府県が税率に差を設けることができます
（上限1,200円）。18歳未満、70歳以上等一定の
場合には非課税となります。

国　税／9月分源泉所得税の納付 10月10日

国　税／特別農業所得者への予定納税基準額等の通知

10月15日

国　税／8月決算法人の確定申告

（法人税・消費税等） 10月31日

国　税／2月決算法人の中間申告 10月31日

国　税／11月、2月、5月決算法人の消費税等の中間申告

（年3回の場合）10月31日

地方税／個人の道府県民税及び市町村民税の第3期分

納付 市町村の条例で定める日

労　務／労働者死傷病報告（7月～9月分）10月31日

労　務／労災の年金受給者の定期報告

（7月～12月生まれ）10月31日

ゴルフ場利用税

1 0 月 の 税 務 と 労 務
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不動産の賃貸経営を事業の

付随事業として経営をされて

いる方がいますが、昨今、賃

貸借経営について、かなりの

割合でトラブルが生じていま

す。

ここでは、さまざまなトラ

ブルのうち、原状回復義務と

通常損耗の問題を挙げていき

ます。

建物賃貸借契約が終了すれ

ば、目的物を原状に回復して

賃貸人に対し目的物を返還す

る義務を負うことになります

（民法616条）。

ここで問題となるのは、建

物は時間の経過に伴い劣化し

ていくということです。建物

賃貸借契約終了時に、建物の

設備や内装の劣化、損耗等を、

原状回復費用として賃借人に

負担を求めることができるの

でしょうか。

通常の使用方法により使用

した減耗等を賃貸借契約終了

時における原状回復義務の範

囲として、賃借人に費用負担

を求めてよいかという問題に

直面します。

最高裁判例
この問題に関して、最高裁

の判例（平成17年12月16日）

があります。

判例によると、賃借物件の

損耗の発生は賃貸借という契

約の本質上当然に予定されて

いるものであること、それゆ

え賃貸人は減価償却費や修繕

費等の必要経費を賃料の中に

含ませて通常損耗に係る投下

資本を回収していることから

すると、通常損耗について原

状回復義務を負わせることは

賃借人にとり予期しない特別

の負担を課すことになること

から、通常損耗も原状回復義

務の範囲内であることが明確

に合意されていることが必要

であるとしたうえ、本件の合

意の成立を否定しました。

賃貸住宅の原状回復をめぐる
トラブル事例とガイドライン
これを受け、国土交通省の

「賃貸住宅の原状回復をめぐ

るトラブル事例とガイドライ

ン」が公表されていますので、

紹介します。

① 賃借人が通常の使用方法

により使用した場合には、

目的物をそのまま返還すれ

ば足りる。賃借人の故意・

過失、善管注意義務違反に

当たる通常でない使用方法

等により目的物に汚損・破

損等の損害を生じさせた場

合は損害賠償の対象となる

が、汚損・破損等が経年劣

化による自然的なものや通

常使用による場合には、特

約が有効である場合を除

き、賃借人は費用を負担し

ない。

② 賃借人に特別の負担を課

す特約の要件として、

a 特約の必要性があり、

かつ、暴利的でないこと

などの客観的・合理的理

由が存在すること

ｂ 賃借人が特約によって

通常の原状回復義務を超

えた修繕等の義務を負う

ことを認識していること

ｃ 賃借人が特約による義

務違反の意思表示をして

いること

を挙げ、aにつき、限定

的に解すべきとし、たとえ

ば、賃料を周辺相場に比較

して明らかに安く設定する

代わりに、賃借人に義務を

課すような場合を挙げる。

としています。
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最近、目覚しい発展をしつ

づけている中国ですが、中小

企業にとっても貿易相手とし

て、また、投資先として、中

国が大きな存在となっていま

す。

中国企業との取引に関し

て、合弁企業に投資をして中

国に進出しようとする場合の

実務上問題となるトラブルの

一例を紹介します。

欧米との合弁会社の場合は

横文字で書かれた文書には、

なんとなく抵抗感があり分か

った気にならないものです

が、中国語はわからなくとも、

漢字で書かれているとなんと

なく分かった気になってしま

いますから、注意が必要です。

①　人事権、経営権

合弁会社を設立するとき

は、日本側で人事権も経営権

もともに持っている必要があ

ります。

人事権、経営権を持ってい

ないと、中国側の経営者の親

族、友人等が会社に入ってき

ます。その後、日本側の経営

者を駆逐し、完全に中国の会

社になってしまうことがあり

ます。

② 合弁会社における契約書

のトラブル

合弁契約書や定款は、通常、

中国語と日本語で作成される

こととなります。

両国の言語で作成された契

約書の間に矛盾があったとき

は、中国語を優先するとか、

双方が同等の効力を有すると

定めた場合でも、認可機関が

認可をするということになれ

ば、現実には中国語を基準に

認可されることになります。

これとは別に、中国語によ

る記載内容と日本語における

記載内容との間に齟齬がある

こともよくあることのようで

す。

これに対処するには、中国

語版の契約書と日本語版の契

約書との間に食い違いがある

かどうかをよく検討しなけれ

ばなりません。また、このチ

ェックが非常に重要な意味を

もつことになります。中小企

業の場合は、特に日本語版の

契約書だけのチェックとなり

がちです。

中国語がわかるものではな

く、中国の法律がわかる専門

家のチェックが特に必要とな

ります。

双方が確認した契約書の一

部が差し替えられたり、改鼠

されたりすることがままあり

ますから、契約書の各ページ

にサインをするとか工夫が必

要となります。

③　建設先行のトラブル

外国企業側では、中国の許

認可の手続きがわからないた

め、中国側に任せておいたと

ころが、中国側が許認可の手

続きをとらないため、会社を

設立することができないとい

うトラブルも発生していま

す。

許認可を受けていない場合

は、合弁契約自体が無効とな

りますので、中国側のミスと

はいえ、会社を設立するよう

にと訴えを起こすわけにはい

きません。許認可がなされな

いまま、会社の建物だけが建

てられてしまい、その建設費

の負担でさらにトラブルとな

ったケースもあります。

④　現物出資

中国の対外貿易経済委員会

は日系企業の投資を歓迎して

いますので、会社設立の手続

きを無料で代行するのは普通

です。すべての書類が揃えば、

１週間程度で済むようです。

ただし、日本の会社法では、

設立時の全額払込みですが、

合弁会社では、政府が認可を

すれば、その時点で成立し、

出資金の払込みは後でもかま

いません。会社が設立された

のに、中国側が資本金を払い

込まなかったために、運転資

金が回らずに営業ができなく

なってしまったというケース

もあります。
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今アメリカで猛烈な勢いで利用者を伸ばし
ているのが、３Ｄネットゲーム「セカンドラ
イフ」。
参加者は自分の分身を操作して、参加者同

士が交流するインターネット上の仮想都市
で、もう一つの人生（セカンドライフ）を生
きるというものです。
世界中で500万人弱が参加しており、現在

普及している英語版に参加している日本人ユ
ーザーが約10万人程度います。
セカンドライフの中に広がる世界は、すべ

て参加者が創り上げたもの。リンデンドルと
呼ばれる仮想通貨を使用することによって、
買い物や観光など、実世界とほぼ同じ行為を
楽しむことができます。
さらに参加者はセカンドライフ内で販売

し、収益を上げることも可能。リンデンドル
は米ドルに換金できるため、海外にはセカン
ドライフ内の稼ぎだけで生計を立てている強
者もいるそうです。

密かにブームのセカンドライフ

進化する地図情報サービス

見た者を一瞬でとりこにしてしまったグー

グルマップ。地図が詳細に表示されるだけで

なく、その同縮尺の航空写真で、路上を行き

交う車や人の様子などが映し出されます。こ

のグーグルマップの登場を機に、地図情報を

使ったビジネスが急拡大しています。

カーナビはその代表ですが、最近ではケー

タイでもナビゲーション付が当たり前になり

ました。この技術で先行しているのが人気サ

イトの「Ｎ」。登録地までの最短時間を割り出

し、電車、バス、タクシーなどのベストな組

み合わせのほか、電車の何両目に乗れば乗り

換えがスムーズかなど、これまで以上の無駄

のない移動ルートを教えてくれます。その技

術は国内の電話会社のみならず、海外でも採

用され、世界標準化されつつあります。

一方、地図の老舗のＳ社では、日本の全国

地図から任意のエリアを好きな縮尺で切り出

し、必要な情報を提供する「デフォルメマッ

プル」というサービスを行っています。これ

まで２時間、あるいは半日がかりだった地図

作成も５分程度に短縮できるとのことで、現

在、不動産の物件案内や店舗案内のチラシ、

企業ホームページなど幅広く活用されていま

す。値段は日本全国の任意200カットを切り

出せて、１パッケージ20万円ほど。

地図情報を最も利用しているのはやはり不

動産業界ではないでしょうか。ユーザー視点

からすれば、その場所の物件価格がいくらな

のかが最大の関心事。そこでＭ社では、住所

を入力するだけで、その場所の平均の不動産

価格がわかる仕組みを開発、事業展開してい

ます。これまで数日かかった価格査定がほと

んど一瞬で終わってしまうので、銀行などの

融資案件がスムーズに進められると、こちら

も好評。

また、違ったところでは、地図づくりをゲ

ームにしたソフトも販売されています。自分

が集めた情報を地図に落とし自分だけのオリ

ジナルマップを作るものです。ビジネスに遊

びに、今や地図情報が大活躍しています。


